
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





利用にあたって 

 

この統計は、総務省消防庁が実施した「救急事故等報告要領」により県内の消防本部か

ら報告された平成 27年 1月から 12月までの内容、及び平成 28年 4月 1日現在の状況によ

り作成したものである。 

 

第 2表関係 

医療機関の区分は次による（歯科病院及び歯科診療所を除く）。以降の表においても同じ。 

○国立：開設者が国等であるもの 

○公立：開設者が県・市町村等であるもの 

○公的：開設者が国民健康保険組合、日本赤十字社等であるもの 

第 4表関係 

時間別内訳は、入電時刻による分類である。 

第 5表関係 

医療機関の区分は、傷病者を収容した時点における区分による。 

第 7表関係 

○新生児：生後 28日未満の者 

○乳幼児：生後 28日以上満 7歳未満の者 

○少 年：満 7歳以上満 18歳未満の者 

○成 人：満 18歳以上満 65歳未満の者 

○高齢者：満 65歳以上の者 

第 8表関係 

傷病程度は、初診時における医師の診断で次の区分による。 

○死 亡：初診時において、死亡が確認されたもの 

○重 症：傷病の程度が 3週間の入院加療を必要とするもの 

○中等症：傷病の程度が入院とするもので重症に至らないもの 

○軽 症：傷病の程度が入院を必要としないもの 

○その他：医師の診断がないもの及び「その他の場所」へ搬送したもの 

第 9表関係 

本表は、傷病者を医療機関へ収容するまでの間に行った処置の件数である（1人の傷病

者に 2 以上の処置を行う場合、それぞれ計上するため、対象人員と処置件数は一致しな

い）。 

第 10表関係 

本表は、入電から現場到着までに要した時間区分ごとの出動件数である。 
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第 11表関係 

本表は、入電から傷病者を医療機関の医師に引き継ぐまでに要した時間区分ごとの搬送

人員である。 

第 12表関係 

○拒  否：酒気を帯びていない傷病者で、傷病者又はその関係者（警察官等も含む） 

が搬送を拒否したもの 

○酩  酊：酒気を帯びている傷病者で、傷病者又はその関係者（警察官等も含む）が

搬送を拒否したもの 

○現場処置：現場において応急処置を行い、搬送しなかったもの 

第 13表関係 

転送とは、1 つの医療機関で収容されなかった（応急処置のため立ち寄った場合を含

む）ため、他の医療機関へ搬送するもので、転送回数「0回」とは、最初の医療機関で

収容された場合をいい、同じく「1 回」とは、2 箇所目の医療機関で収容された場合を

いう。 

第 20表関係 

傷病者を 2以上の医療機関に転送した場合、それぞれの転送理由で区分し又 1件の事

故で 2名以上転送した場合は、それぞれ計上している。 
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